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環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
に
係
る
米
国
の
承
認
要
件
（
サ
ー
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
に
関
す
る
質

問
主
意
書

本
年
三
月
四
日
付
の
米
国
貿
易
専
門
誌
「
イ
ン
サ
イ
ド
・
Ｕ
Ｓ
・
ト
レ
ー
ド
」
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
米
国
通
商
代
表
部
の
次

席
法
律
顧
問
マ
リ
ア
・
ペ
イ
ガ
ン
氏
が
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
」
と
い
う
。
）
の
米
国

に
お
け
る
批
准
手
続
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

「
米
国
は
、
他
の
署
名
国
が
合
意
内
容
を
十
分
に
実
行
に
移
し
た
と
大
統
領
が
承
認
（
サ
ー
テ
ィ
フ
ァ
イ
）
す
る
ま
で
、
批

准
手
続
完
了
通
知
の
送
付
を
延
期
す
る
こ
と
に
な
る
。
」
「
米
国
政
府
が
通
知
を
送
る
の
は
、
米
国
以
外
の
五
カ
国
あ
る
い
は

さ
ら
に
数
カ
国
が
、
米
国
よ
り
も
前
に
、
米
国
国
内
法
が
求
め
る
基
準
を
満
た
し
た
と
確
信
し
た
と
き
で
あ
る
。
」
「
こ
れ
は

秘
密
で
も
何
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
過
去
の
貿
易
相
手
国
と
の
数
々
の
話
し
合
い
の
中
で
、
主
な
議
題
と
な
っ
て
き

た
。
」

こ
の
発
言
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
及
び
交
渉
参
加
国
と
の
間
で
作
成
す
る
文
書
（
以
下
「
サ
イ
ド
レ
タ
ー
等
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
合
意
の
国
内
実
施
に
つ
い
て
、
米
国
に
事
実
上
の
拒
否
権
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
三
月
八

日
に
政
府
が
国
会
に
提
出
し
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
が
仮
に
批
准
さ
れ
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法

一



律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
実
施
法
案
」
と
い
う
。
）
が
可
決
・
成
立
し
た
と
し
て
も
、
米
国
連
邦
議
会
が

合
意
内
容
の
国
内
実
施
状
況
が
不
十
分
で
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
実
施
法
の
修
正
や
追
加
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
高

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
実
施
法
案
を
国
会
で
審
議
す
る
前
提
と
し
て
、
我
が
国
の
独
立
及
び
国
益
の
観
点
か
ら
極

め
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
米
国
通
商
代
表
部
の
高
官
が
「
（
承
認
要
件
は
）
秘
密
で
も
何
で
も
な
い
。
」

と
発
言
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

一

こ
れ
ま
で
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
及
び
サ
イ
ド
レ
タ
ー
等
の
交
渉
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
承
認
要
件
問
題
に
つ
い
て
、
米
国
と
ど

の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
日
米
の
間
で
ど
の
よ
う
な
合
意
を
し
た
の
か
。

二

米
国
内
、
特
に
連
邦
議
会
や
関
係
業
界
に
お
け
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
反
対
論
を
抑
え
る
た
め
の
対
応
と
し
て
、
米
国
か
ら
ど
の
よ
う

な
要
求
を
受
け
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
に
対
し
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
方
針
か
。

三

今
後
、
承
認
要
件
を
背
景
と
し
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
実
施
法
の
修
正
や
追
加
又
は
米
国
等
と
の
間
に
新
た
な
サ
イ
ド
レ
タ
ー
等
が

作
成
さ
れ
る
こ
と
は
全
く
な
い
と
言
い
切
れ
る
か
。
可
能
性
の
有
無
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


